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　星野公平ニュース

Ｎｏ．１７２　　２０１２年　１１　月　１　日

発行　星野公平　　(日本共産党桑名市議団) 
住所　桑名市立花町１－１４－７　電話　２２－２９７５
臨時国会　野田首相の所信表明演説「明日への責任」とは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　速やかに衆議院を解散、国民の審判を　　　　　　　　　　　　　

野田政権が３度目の内閣改造を行ってから約１カ月、ようやく召集された臨時国会で、一方の院(参議院)で所信表明演説が行われないのは戦後初めてです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ野田首相が参院で問責を決議されたのは、公約違反の消費税増税を、民主・自民・公明の談合で強行したためであり、本来は内閣不信任に値します。しかし野田首相が所信表明演説で問責にふれず、「税と社会保障の一体改革」法の成立は「『決断する政治』への断固たる意思を示した画期的な成果」であり「次の世代に引き継いでいくための大きな一歩」などと、言葉を極めて賛美したのは、国民と国会への開き直りとしかとれません。　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐｐ野田首相が所信表明演説の中で２０回も繰り返した「明日への責任」という言葉の中身も、国民には全く「明日の安心」を与えるものではありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ原発問題について「即座に原発をなくそうとする主張」を、「明日への責任を果たすことにならない」というのは「即時原発ゼロ」を求める国民世論への挑戦です。原発に固執し続ける財界の要求が背景にあります。ｐｐｐｐｐ　　　　ｐｐ沖縄をはじめ全国に批判が広がっている米軍の新型輸送機オスプレイの配備についても触れず、「あくまで基軸になるのは、日米同盟」と断言しました。米兵の卑劣な女性暴行事件には口先で「再発防止」といっただけです。首相の念頭には、アメリカへの忠誠以外ありません。ｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐこの様な財界本位、アメリカいいなりの害悪を取り除かなければ、政治の行き詰まりは解決しません。自らの悪政を認めようとしない野田首相に国民の明日は語れません。ｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ原発と震災、米軍基地、経済問題など、国会で審議すべき国政の重大問題は山積しています。野田首相と民主党は国民の前で正々堂々と議論し、争点を明確にしたうえで、すみやかに衆院を解散、国民の審判を仰ぐべきです。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４００円　　日曜版　月８００円

桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野）
「桑名市政への提言」発表

日本共産党桑名市委員会と桑名市議団は、近づいてきた市長選に対して、住民の切実な願いを実現していくための「桑名市政への提言」を発表しました。
内容は「長期間にわたっての水谷市政は、相次ぐ職員の不祥事、その上、水谷元市長の側近という人物が関与する競売入札妨害事件を引き起しました。これは、市民に市政に対して大きな失望と不安を与え、市長に辞職を求めるリコール運動にまで発展しました。公正で透明性のある市政が期待されます。市民生活においては、長引く経済不況や医療・介護など社会保障改悪への不安など、私たちの暮らしが脅かされています。更に、消費税増税が強行され『税と社会保障一体改革』が推進されようとしています。国の悪政に立ち向かい、住民の暮らしを守る立場こそが地方自治体にもとめられています。」として、「今後も、皆さんの声を聞いて、提言を豊かなものにしていく。」としています。
スローガンとして、「汚職や不正のない　明るい桑名市政に」をかかげ、
３つのみ（ ①  みえる桑名市政（情報公開） ②  みんなの桑名（市民の参加）③  民主主義の桑名市政に（少数の声を尊重））を訴えています。
全文は、７章１００項目からなっています。
1、 憲法を守り発展させる市政に

（1） 平和憲法を守り、住民自治を推進する。（６項目）
（2） 地方自治の本旨に基づく民主的市政を推進する。（５項目）
2、 市民の暮らし・健康を守る

（1） 行き届いた生活保護行政を（３項目）
（2） 社会的弱者（子ども、障害者、高齢者）の福祉を守る　（７項目）
（3） 防災・減災対策を市民協働で充実させる。（１項目）
（4） 市民の暮らしを守る（１５項目）
（5） 健康を守る（７項目）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
3、 教育行政（１２項目）
4、 緑を守る（８項目）
5、 産業振興（商、工、農、漁）（９項目）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6、 開かれた市政、市民参加と情報公開（７項目）
7、 国への働きかけ（２０項目）   （全文は星野公平のＨＰのダウンロードから見れます。）
日本共産党の日本改革４つのビジョン

ビジョン１　原発　原発依存から、即時原発ゼロへ！！
原発から再生可能エネルギーへの転換で、日本経済の持続可能な成長を
ビジョン２　経済　くらしも財政も悪くする増税路線から、消費税に頼らない別の道へ！！
社会保障を再生・充実させながら、税金のムダづかいの一掃や、富裕層や大企業に応分の負担を求める「応能負担」の税制改革を提言しています。増税実施までには、衆議院・参議院選挙があります。民・自・公の増税連合に「増税ノー」の審判をくだし、実施中止に追い込みましょう。
ビジョン３　外交　オスプレイ、ＴＰＰ（環太平洋連携協定）などアメリカいいなりから、安保なくし対等の日米関係へ！！
安保をなくせば、①米軍基地の重圧から国民が解放される。②憲法９条を生かした“平和の発信地”になる。③日本の経済主権を確立する保障ができる。の展望が開けてきます。
ビジョン４　領土問題　歴史的事実と道理に立って、外交交渉で解決を！！
尖閣諸島、竹島、千島列島は日本の領土です。　（赤旗号外１１月・１２月号より）
「反貧困世直し大集会２０１２」貧困と格差の解消へ
ｐ１０月２０日、反貧困のネットワークを広げるために７月から全国各地を回った「反貧困全国キャラバン２０１２」の車２台が東京・芝公園の会場にゴールしたのを迎え入れて、「反貧困世直し大集会２０１２」の集会が行われました。「貧困と格差が広がる中で声を上げて社会を変えよう」と、全国から５００人が参加し、三重県からも実行委員会から数名が参加しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ反貧困ネットワークの代表、宇都宮健児弁護士はあいさつで「政権交代で貧困と格差の解消が期待されたが、貧困率は過去最高になった」と指摘し、「生活保護バッシング報道に便乗して利用抑制や基準引き下げをしようというのは本末転倒だ」と批判。民自公３党が消費税増税をねらっていることにふれ、「金持ちから応分の税金を取り、社会保障を充実すべきだ」と強調しました。
ｐ「生活保護」「労働」「貧困と尊厳死」など１５テーマで話し合う「スピーカーズコーナー」が設置され、「貧困と尊厳死」コーナーでは、「生産性がなく経費がかかる貧困者や患者は経済効率だけを求める社会では切り捨てられる。声をあげよう」などの発言がありました。「生きづらさ」のブースでは、作家の雨宮処凛さんが「この間の生活保護バッシングが激しさを増した背景には、社会の貧困状態が長期化していることがある」と指摘しました。　　　　　　　　　　　　ｐ三重県内での各自治体への申入れに対する回答は、９市中８市から返ってきており、実行委員会では、会の今後の発展とともに、全自治体分を小冊子にして自治体に戻すよう検討中です。
参加報告　第４５回 ＮＰＯ区画整理・都市再開発対策全国研究集会

１日目（１０月２７日（土））　東京都江東区 砂町文化センター 
ＮＰＯ連絡会議総会 最初に出席者全員による短時間の総会。
記念講演 都市計画を問う ―なぜ「まち」づくりが進まないのか― 波多野憲男 先生（元四日市大学教授） 

東京都羽村駅西口区画整理と東京都世田谷区二子玉川再開発の２つは、日本の都市計画制度の問題を提起させる。都市計画が人間らしい生活の保障ではなく、開発に手を貸し、何故それと対立するのかという疑問に答えが求められている。都市計画の本質はまちづくりであるとの観点より、古代ギリシャやローマ、近代のパリの都市を説明。近代都市計画として公衆衛生法とフランスのオスマンのパリ改造の２つの潮流があった。日本の都市計画はまちづくりではなく都市づくり（事業主義）だった。１９６８年の都市計画は土地利用計画である。計画なきところに開発なしから土地利用規制緩和型の地区計画が主流になってきた。まちづくりは自治体の責務であり、住民が主体となったまちづくりの運動が必要。
世話人会メッセージ（遠藤哲人ＮＰＯ事務局長）いま起きていることは「地域主権改革」というよりは「企業主権改革」――「都市再生」下の区画整理、再開発とどうたたかうか――
飯田橋駅再開発（野村不動産）、習志野市ＪＲ津田沼駅南口区画整理、名古屋市港区茶屋新田区画整理（イオン）、広島駅南口再開発（住友不動産、森ビル）を例にとり、これらは民間活力が機動力となり時間管理で進む地上げ行為になっている。たたかう秘訣は、①　早い段階からの勉強と結束。②　敵をつくらない運動論（議会対策、行政に味方を等々）だ。

グループ別（区画整理）集会で各地からの報告を受け討論。（多くの報告を受け、良い刺激になった。）
1、 ４０年戦争となる住民運動、福山市神辺町の区画整理事業

地元の反対を押し切って事業計画を縮小して事業化したが、審議会委員は反対派が過半数を占めている。

2、 旭（高知市）のまちをすみよくする会の立ち上げと活動

戦災被害にあわなかった所、住民負担をかけない町づくりを提案している。

3、 京都府城陽市と地区画整理事業に対する取組みについて報告

あらすの農地（寺田イモの産地）を守る会の闘い。（企業誘致か農業を守るか。）
4、 新田（埼玉県草加市）駅西口区画整理事業について

区画整理事業が住民のためのものなのか皆で考えていく。

２日目（１０月２８日（日））　江東区総合区民センター

入門講座・再開発ってどういうもの

１、再開発の基礎（講師・遠藤哲人（世話人、編集委員））を学習する。

（１）市街地再開発事業の３つの内容

1 権利変換　再開発前の土地建物に関する権利（土地所有権、借地権、借家権）を再開発ビル床に立体的に縦に積み上げる。

2 不動産事業　再開発前の土地建物の権利を縦に積み上げて、空けた土地・空間で第三者が保留床を整備し売却する。

3 幹線道路・駅前広場づくり。

（２）施行者は、地権者組合（地元地権者の３分の２の同意）、地方公共団体、個人など。

（３）事業の手順　準備期間（この段階でほとんど決められる。）→都市計画決定→事業認可・組合設立等→権利変換計画決定→工事着工→完了

２、過去の亀戸・大島（江東区）・小松川（江戸川区）再開発の住民運動（勝俣秀一（代表世話人））を紹介される。

３、上板橋駅南口駅前地区再開発（大橋寿子）の具体的な問題点を皆で議論。

まとめの全体会

北は北海道から南は九州から参加され、北海道江別市の方と宮崎県佐伯市の方から感想を述べられた。仲間でＮＰＯから送られる毎月の通信で勉強会をされているのには頭が下がった。
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